
アンケート調査と「藤沢の選択、１日討論」にご協力ください！ 

〔 討論型世論調査（Deliberative Poll®）〕 

 

藤沢市では、新総合計画の策定にあたり、地域経営戦略100人委員会の活動や「ここに重点！ 

未来へのステップ調査（市民15,000人調査）」など、さまざまな方法で広く市民の「声」を把握

し、計画に反映させることを進めています。その一環として、討論型世論調査（Deliberative Poll®）

という調査手法を用いて、市民の皆様から藤沢市の未来のあり方についてのご意見をいただくため

のアンケート調査と、討論フォーラム「藤沢の選択、１日討論」を開催いたします。 
 

皆様にご協力いただきたいこと 

① 「アンケート調査票」の回答・返送 

② 「１日討論への参加希望調査票」の回答・返送 

※１日討論への参加を希望されない方は、①のみご回答・ご返送ください。 

 返送期限：７月２３日（金）までにご返送ください。  

 

 

＜「藤沢の選択、1日討論」の基本的な流れ＞ 

藤沢の選択、1日討論

2010年（平成22年）8月28日（土）
9時20分から17時30分（予定）

於 慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパス

①アンケート調査票と
参加希望調査票の発送

②アンケート調査分析と
参加希望調査の集計

③１日討論の参加者が
決まります

④参加者へ討論資料を
発送

⑪調査分析結果を公表⑦⑨全体討論

⑥⑧グループ討論

⑤⑩討論前と討論後に
アンケートを実施

１日討論の最初と最後にアン
ケートを行い、討論前後の意識
の変化を調査します。

グループ討論での気づきや疑問
に、専門家が回答します。

１５名程度のグループで意見交
換をします。

※今回お送りしたものです。

１日討論のテーマに関するデー
タ集をお送りします。（８/１２頃）

後日、調査・分析の結果をご報
告します。

 
皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

【調査設計】慶應義塾大学ＤＰ研究会 

【お問い合わせ先】藤沢市経営企画部経営企画課 Tel：0466(50)3502・Fax：0466(50)8402 
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「藤沢の選択、１日討論」への 

参加希望調査票 

 ７月２３日（金）までに郵便か FAX でご返送ください。  

 

藤沢の将来について、市民の皆さんとじっくり討論してみませんか？ 

 

「藤沢の選択、1 日討論」 

〔日時〕  

２０１０年（平成２２年）８月２８日（土） 

９時２０分～１７時３０分（予定） 

〔会場〕 

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 

（藤沢市遠藤 5322） 

 

＊ 当日ご参加いただいた方には、調査モニター代として 5,000 円をお支払します。 

＊ 当日は、昼食をご用意します。 

＊ お子様の保育（乳幼児・学童）が必要な方には対応します。（申込制） 

＊ 当日は、藤沢市役所、辻堂駅、湘南台駅から、専用の送迎バスをご用意します。 

＊ 詳細は、後日、参加希望の方にお送りする案内資料でご確認ください。 

 

 

「参加希望調査票」の返送方法 

この「参加希望調査票」は、７月２３日（金）までに郵便か FAX でご返送ください。 

１．郵便の場合 ２．FAX の場合 

記入済みの調査票を、「アンケート調査票」と

共に、同封の返信用封筒にてご返送ください。

（「アンケート調査票」と「参加調査票」を関

連付けての集計は行いません。） 

記入済みの調査票（裏面のみ）を、下記の FAX

番号へ送信してください。 

〔藤沢市経営企画部経営企画課〕 

FAX：0466 ( 50 ) 8402 

 
【お問い合わせ先】藤沢市経営企画部経営企画課 

〒251-8601 藤沢市朝日町 1-1 

Tel：0466(50)3502 Fax：0466(50)8402 

E-mail：kikaku@city.fujisawa.kanagawa.jp 

 

裏面の項目にご回答ください→ 

② 



「藤沢の選択、１日討論」参加希望調査票 

 

以下の質問に、選択肢の数字に○を付けてご回答ください。 

 

（１） 「藤沢の選択、1 日討論」（８月２８日(土)開催）にご参加いただけますか。 

１．参加する   ２．関心はあるが、参加するかどうかは後で決めたい 

３．参加しない 

 

以下の質問は、（１）で「１」または「２」を選んだ方にのみお聞きします。 

 

（２） 参加するにあたり、身体の都合上の特別な補助は必要ですか。 

１．必要ない   ２．補助が必要（内容：                  ） 

 

（３） 参加するにあたり、お子さまの保育（乳幼児・学童）を必要とされますか。 

１．必要ない 

２．保育が必要（以下の①～③の記入をお願いします。） 

① お子様の人数      人 

② お子様の年齢      歳 

（お２人以上いる場合は全員の年齢を記入してください。） 

※「２．保育が必要」を選ばれた方には、後日保育についてのご案内と申込用紙をお送りします。 

※乳幼児保育は、専門の保育士がお子さまをお預かりします。 

※学童保育は、キャンパス内で自然教室を行う予定です。 

 

（４） 会場の慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（藤沢市遠藤 5322）へは、どのような 

 交通手段をご利用になりますか。 

１．藤沢市役所からの専用バス   ２．湘南台駅からの専用バス  

３．辻堂駅からの専用バス     ４．自転車     ５．徒歩 

６．路線バスを利用（湘南台駅と辻堂駅から慶応大学行きのバスがあります。） 

７．自家用車（自家用車を希望する理由：                  ） 

※駐車場台数の関係上、キャンパス内の駐車は、身体的理由や保育の関係など特別な理由があ

る方を優先させていただき、キャンパス外の駐車場からの送迎とさせていただくこともあります。 
 

（５） 参加者宛てに、当日の案内資料をお送りしますので、連絡先をご記入ください。 

（上記（１）～（４）の内容確認のため、藤沢市よりご連絡させていただくことがあります。） 

１．お名前（必須）： 

２．ご住所（必須）：〒 

３．電話番号（必須）： 

４．メールアドレス（任意）： 
※記載いただいた個人情報は、「藤沢の選択、１日討論」の開催のためにのみ使用します。 

 

質問は以上です。ご記入ありがとうございました。 



 

地域経営戦略１００人委員会との合同協議について 

 

１ 目的 

(1) 基本計画の策定に当たり、総計審が取りまとめる際の議論を高めるための協

議とする。 

ア 地域経営戦略１００人委員会は，市域全体及び地域の計画策定の進捗状況

を把握し，情報を共有する。 

イ 地域経営会議は，合同協議の結果報告を受け，当該地区の計画と他の地区

との特徴や差異，内容を確認し，計画の検討に当たっての質を高める。 

ウ 市域全体のまちづくり計画と地域まちづくり計画が両輪となるための課

題点，補足事項，伸張すべき事項，連携・分担すべき事項等を確認する。 

 

２ 日程等 

 (1) 日時 

   ２０１０年７月３日（土） 午後１時～３時４０分 

 (2) 場所 

   明治公民館 体育室 

 

３ 進行スケジュール 

(1) 開会 

(2) 会長挨拶 

(3) 基本計画全体の整理過程の説明 

(4) 第 1部 地域まちづくり計画の報告 

各地区より，計画策定において行った深掘りの結果明らかとなった「重点・

ふじさわ未来課題」を踏まえた，地域の特徴，魅力，課題等について報告する。 

この際，審議会委員は，感想，長所，質問事項，さらに極めるべきことへの

アドバイス等をシートに書き取る。 

 (5) 第２部 交流 

  ア 各計画目標等の供覧 

休憩を兼ねて，総合計画審議会委員，地域経営戦略１００人委員会委員が
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ともに模造紙にまとめた各計画の目標等を供覧しながら，交流を行う。 

その間，審議会委員の記入したシートを集める。 

  イ 審議会委員からのコメント 

    審議会委員の記入したシートを元に会長からコメントを紹介する。 

(6) 第３部 市域まちづくり計画 

市域まちづくり計画に関する「重点・ふじさわ未来課題」及び「戦略目標」

について説明する。 

地域経営戦略１００人委員会委員は，気づいた点をシートに記入する。 

 (7) 総括 

   会長は，全体を通して総括する。 
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起草部会の設置について 

 

１ 経過 

新総合計画基本計画の策定に当たっては，市民の生活実感に基づく「気づき」

の収集，「ふじさわ未来課題」としての集約，充足度（実現度）及び重要度によ

る重み付けを行うための「ここに重点！未来へのステップ調査」の実施と「重点・

ふじさわ未来課題」選定を行った。 

今後，「重点・ふじさわ未来課題」の示す「あるべき姿」を検討し，市域全体

のまちづくり計画の戦略目標と政策及び地域まちづくり計画の地域まちづくり

目標と地域まちづくり活動を明らかにし，市民，市民ボランティア，ＮＰＯ，大

学，企業等と行政といった多様な活動主体が協働と連携により行動していくため

の指標，指標値等の設定を行うこととしている。 

 

２ 目的 

基本計画書ついては，基本構想において，三層構造の会議体からの案にもとづ

き，「地域市民」の意見等を聞きながら，総合計画審議会において計画を策定す

ることとしている。 

そのため,本年９月に基本計画案の答申を目途として，藤沢市総合計画審議会

規則第１０条（専門部会）の規定に基づき，審議会に基本計画起草部会(以下「部

会」という。」を設置するものとする。 

  

３ 部会の役割 

 (1) 基本計画全体構成の検討 

(2) 市域全体のまちづくり計画の起草 

 (3) 地域まちづくり計画案の精査 

 

４ 部会構成委員案 (５名) 

曽根泰教会長，川島一明副会長，玉村雅敏委員，海老沼康光委員，小松加代子

委員 
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参考 藤沢市総合計画審議会規則（抜粋） 

 

（専門部会） 

第１０条 会長は，特に必要があると認めるときは，審議会に専門的事項を審議さ

せるため，専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は，会長の指名する委員で構成し，部会長は，部会委員の互選により定め

る。 

３ 部会長は，部会の事務を掌握し，部会の審議の経過及び結果について会長に報

告しなければならない。 

４ 部会長に事故あるとき，又は部会長が欠けたときは，部会に属する委員のうち

からあらかじめ会長が指名した者がその職務を行う。 
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